
令和８年４月現在

　　※下記は概要です。対象業種・立地規模・立地区域等の条件がありますので、詳細はお問い合わせください。

限度額(千円)

さいたま市産業立地促進補助金交付
要綱

200,000

さいたま市産業進出促進事業所等賃
借料補助金交付要綱

5,000

10,000

3,000

5,000

50,000
（100,000）

30,000
（50,000）

10,000

5,000

10,000

10,000

10,000
（20,000）

-

6,000

6,000

2,400

3,000

－

5,000
(本店の場
合15,000)

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

3,000
(本店の場
合15,000)

熊谷市企業の立地及び拡大の支援に
関する条例

太陽熱温水器を設置した場合、集熱面積1㎡当たり15万円を交付（1回）
（対象：富士見工業団地拡張地区産業団地）

貸工場入居のための家賃の1/2を2年間（24か月）助成 （月限度額100千円）

規則で定める緑地を設置した場合、設置費用の1/2を交付（1回）

従業員の居住を目的とする共同住宅等を熊谷市内に建設又は取得した場合、共同
住宅等の戸数に50万円を乗じて得た額（上限額１千万円）、重点業種事業を実施す
る企業の場合、共同住宅等の戸数に80万円を乗じて得た額（上限額２千万円）を交
付

新規雇用者1人当たり年200千円を助成 （1回）

太陽光発電設備を設置した場合、出力1ｋＷ当たり35万円を交付（1回）
（対象：富士見工業団地拡張地区産業団地）

流通業務等施設固定資産税の相当額の1/2を3年間助成 （1年度限度額2,000千円）
川口市企業立地補助金交付要綱

既雇用従業員が転入した場合1人当たり10万円を交付(本店の場合1人当たり25万円
を交付)（1回）（対象：富士見工業団地拡張地区産業団地）

行田市企業誘致条例行田市

●補助金等に係る優遇制度

市町村名 条例名等

投下固定資本額から算出された補助対象経費の10％以内を助成
（大型特例の場合、限度額は1,000,000千円）

工場等固定資産税及び都市計画税の相当額の1/2を3年間助成 （1年度限度額2,000千円）

建物賃借料を3ヶ月間助成（大型特例の場合、限度額は10,000千円）

概　　　　　要

補助金等の内容

市内転入した正社員１人当たり１０万円を１回交付

出力10kW以上の太陽光発電設備を設置した場合、設置に要した費用の額に２分の
１を乗じて得た額を交付（1回）

・固定資産税及び都市計画税相当額に一定割合を乗じて得た額を５年間交付するも
の。
・補助割合は、1/2をベースとして、環境に配慮した立地であれば1/10、行政と連携
（協定）した立地であれば1/10、知事承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づ
き、同計画に係る事業のための立地の場合又は本社機能若しくは研究所機能を有
する立地の場合、1/10を加算する。（最大補助率8/10）
・対象産業は、製造業・情報通信業・知事承認を受けた地域経済牽引事業計画に基
づき、同計画に係る事業のための立地の場合又は本社機能若しくは研究所機能を
有する立地の場合

市民を新規に1年以上雇用継続した場合1人当たり30万円を交付（1回）

固定資産税相当額を3年間交付（本社機能の移転及び重点業種事業（地域未来投
資促進法に基づき地域の経済を牽引する事業）を実施する企業については5年間）
※上限額５千万円（重点業種事業については上限額１億円）

雇用開始後1年経過時点での新規雇用者1人当たり正規雇用の場合50万円を、非正
規雇用の場合20万円を交付（上限額３千万円）
※重点業種事業を実施する企業については、正規雇用の場合80万円、非正規雇用
の場合30万円を交付（上限額５千万円）

用地取得費の1/2を交付（1回）（対象：富士見工業団地拡張地区産業団地）

上水道加入金相当額の1/2を交付（1回）（対象：富士見工業団地拡張地区産業団
地）

固定資産税及び都市計画税相当額を3年間交付(本店の場合500万円を上乗せして3
年間交付)（対象：富士見工業団地拡張地区産業団地）

市民の新規雇用1人当たり50万円を交付(本店の場合1人当たり75万円を交付)（1回）
（対象：富士見工業団地拡張地区産業団地）

市内転入した正社員又は内定者に対して10万円（金券等）を１回交付

埋蔵文化財の発掘を実施した場合、要した費用の1/2を交付（1回）

さいたま市

熊谷市

川口市

川越市 川越市企業立地奨励金等交付要綱

市内転入した正社員に対して１人３０万円、対象従業員にこどもがいる場合こども一
人１０万円（１回）

下水道受益者負担金相当額の1/2を交付（1回）（対象：富士見工業団地拡張地区産
業団地）

1 / 5 ページ



令和８年４月現在

　　※下記は概要です。対象業種・立地規模・立地区域等の条件がありますので、詳細はお問い合わせください。

限度額(千円)

●補助金等に係る優遇制度

市町村名 条例名等
概　　　　　要

補助金等の内容

－

10,000

100,000

50,000

－

－

3,000

2,000

－

所沢市都市型産業等育成補助金交
付要綱

100

－

15,000 新規雇用者1人当たり100千円を3年間助成（1年度限度額5,000千円）

－

－

3,000

1,000

－

－

－

4,000

6,000

2,000

2,000

1,000

3,000

3,000

3,000

10,000

9,000

－ 0.7/100に軽減した後の固定資産税相当額を3年間助成

100,000

50,000

〔奨励金C：新設〕投下固定資本額（土地を除く）の5％を5年分割で交付
　（大型特例の場合、限度額5億円）

立地企業へ土地を譲渡した者に対し、譲渡前直近1年度分の固定資産税等相当額を
交付

所沢市企業立地支援条例

（a）の限度を超えて、更に障害者である市民の新規雇用1人あたり5万円～20万円を
交付（2年間）

固定資産税及び都市計画税相当額の1/2を5年間助成（大企業の場合は、１/３を3年
間助成、各年度上限額1千万円）

市民の新規雇用者1人当たり30万円を交付（1回）

飯能市企業立地奨励金等交付要綱

新たに事務所等を賃借する事業者に10万円（上限）を最長24か月間交付

鴻巣市企業誘致条例

春日部市

新規雇用者1人当たり20万円を助成（1回）

水道利用加入金相当額の1/2を助成（1回）

固定資産税及び都市計画税相当額を3年間交付（増設及び移設は相当額の1/2）

深谷市

鴻巣市

固定資産税相当額に、1年目10/10、2年目9/10、3年目8/10を乗じた額を助成

〔奨励金A〕固定資産税相当額を3年間助成

〔奨励金B〕水道加入金相当額の1/2を助成

〔奨励金C：移設・増設〕投下固定資本額（土地を除く）の3％を5年分割で交付
　（大型特例の場合、限度額1億円）

固定資産税・都市計画税に相当する額を3年度分に限り交付

特例子会社が市内に所有する固定資産に対して課された固定資産税等相当額を5
年度分に限り交付

東松山市 東松山市がんばる企業応援条例

本庄市

秩父市

秩父市企業競争力強化支援事業補
助金交付要綱（のうち「水道多量使用
事業」）

飯能市

所沢市

深谷市工場等立地促進条例
（いずれも、工場等の投資固定資産の
総額が10億円以上の場合に限る。）

市民の新規雇用1人当たり30万円を交付（1回）…（a）

狭山市

秩父市工場等誘致条例

法人市民税相当額を1年度分を助成（１回）

春日部市企業誘致条例

新規雇用者が女性の場合、1人当たり10万円を助成（1回）

新規雇用者が障害者の場合、1人当たり10万円を助成（1回）狭山市企業立地奨励金等交付要綱

－

事業所の新設・拡張に対し固定資産税及び都市計画税相当額を2年間助成
（市内に本社機能を移転する場合は3年以内）

新規雇用者が女性もしくは障害者であり、上記の助成金の交付を受けていない場
合、1人当たり10万円を助成（1回）

固定資産税相当額を３年間助成

固定資産税及び都市計画税相当額を3年間助成

設備投資に対し償却資産の固定資産税相当額を1年間助成
本庄市企業誘致条例

新規雇用者1人当たり100千円を助成（１回）

新規雇用者が正規従業員の場合、１人当たり30万円を助成（1回）

基準以上の緑地面積に1㎡当たりの緑化に要する費用を乗じた額の1/2を助成 （１回）

環境への負荷軽減に資する設備の設置費用の1/2を助成（1回）

新規雇用者が5人以上となる場合、1人当たり300千円を3年間助成

埋蔵文化財発掘調査費用の1/2を助成（1回）

事業所の設備投資に対し償却資産の固定資産税相当額を2年間助成
（市内に本社機能を移転する場合は3年以内）

水道加入分担金相当額に、1年目5/10を乗じた額を助成

10,000
年間上水道使用量（うち事業に使用したものに係る料金）が6,000㎥超10万㎥以下の
分に対して1㎥当たり10円、10万㎥超の分に対して1㎥当たり20円を助成
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令和８年４月現在

　　※下記は概要です。対象業種・立地規模・立地区域等の条件がありますので、詳細はお問い合わせください。

限度額(千円)

●補助金等に係る優遇制度

市町村名 条例名等
概　　　　　要

補助金等の内容

3,000

1,200

500

300

3,000

1,200

500

300

入間市 入間市商工業振興条例 100,000

3,000
(本社機能

を有する場
合は5,000)

－

2,500
(省エネル

ギー性能優
良施設は

5,000)

－

日高市
日高市特定施設設置奨励金交付要
綱

10,000

3,000

3,000

越生町水道事業給水条例 －

越生町サテライトオフィス開設事業補
助金交付要綱

1,500

滑川町 滑川町企業誘致条例 －

－

3,000

3,000

5,000

小川町
小川町起業創業等支援補助金(空き
店舗等利活用事業)

1,000

－

3,000

150,000

5,000

5,000

ときがわ町  ときがわ町企業立地支援条例 15,000

－

3,000

新規雇用者（市内に1年以上住民登録を置く者）1人当たり300千円を１年間補助

工場等に新たに10,000千円以上の設備を導入した際に課せられる固定資産税課税
相当額の1/2を3年間補助（3年間最大1,500千円）

工場等の立地に係る建物および土地の固定資産税・都市計画税課税相当額の1/2を3年間
補助（3年間最大9,000千円）

事業所等の立地に係る建物及び土地の賃料相当額の1/2を2年間補助（月限度額
100千円、2年間最大2,400千円）

新規雇用者（市内に1年以上住民登録を置く者）1人当たり300千円を１年間補助

事業所等の立地に係る建物および土地の固定資産税・都市計画税課税相当額の
1/2を3年間補助（3年間最大9,000千円）

事業所等に新たに取得した設備にかかる経費及び施設の改装に係る経費の1/2を
補助（限度額500千円）

工場等の立地に係る建物及び土地の賃料相当額の1/2を2年間補助（月限度額100
千円、2年間最大2,400千円）

固定資産税相当額の1/10～10/10を３年間補助

サテライトオフィス開設における新築、改修、付帯設備の設置に要する経費の1/3
（150万円上限）を補助

市内に住宅を新築又は購入した従業員で5年以上当該住宅に居住する意思を持
つ者に対し500千円を交付（1回）

毛呂山町企業誘致促進条例

久喜市企業誘致条例

新規雇用者1人当たり100千円を助成（1回）

埋蔵文化財発掘調査費用として、日高市遺跡調査会に支払った費用から1,000万円
を控除した額の1,000万円を上限に交付

固定資産税相当額に、1年目100/100、2年目75/100、3年目50/100を乗じた額を助成

固定資産税の優遇期間中（3年間）、町民を継続雇用した場合1人当たり300千円を交
付

町民の常時雇用１人当たり10万円を交付（1回）
（対象：嵐山花見台工業団地拡張地区産業団地）

上水道加入金及び下水道分担金相当額の1/2を助成(3,000千円を限度）

市内に転入した既従業員１人につき300千円を交付（年１回／3年分）

固定資産税相当額に、1年目100/100、2年目75/100、3年目50/100を乗じた額を助成

戸田市産業立地推進事業補助金交
付要綱
（IT産業者が対象）

吉見町

鶴ヶ島市

戸田市

嵐山町

鶴ヶ島市企業立地による雇用等の促
進に関する条例

吉見町企業等誘致に関する条例

毛呂山町

久喜市

戸田市産業立地推進事業補助金交
付要綱
（製造業者が対象）

越生町

嵐山町企業誘致条例

皆野町 皆野町企業誘致条例

鳩山町

太陽光発電設備（最低出力10kW)を設置した場合、出力1ｋＷ当たり5万円を助成（1回）

新規雇用者（市内在住者を１年以上継続雇用）1人当たり100千円を助成（1回）

90,000

上水道加入金相当額の1/2を交付
（対象：嵐山花見台工業団地拡張地区産業団地）

新規雇用者（障がい者）（市内在住者を１年以上継続雇用）1人当たり300千円を助成（1回）

固定資産税相当額を3年間助成

固定資産税相当額を3年間交付
（対象：嵐山花見台工業団地拡張地区産業団地）

町民の常時正規雇用１人当たり30万円を交付（1回）

新規市民雇用者１人につき300千円を交付（年１回／3年分）

正規雇用従業員が転入した場合、1人当たり10万円を交付（1回）
（対象：嵐山花見台工業団地拡張地区産業団地）

正規雇用従業員が転入した場合、1人当たり30万円を交付（1回）

水道使用量が１ヶ月10,000㎥以上になると見込まれる使用者については料金を減額

指定区域内の空き店舗を賃借又は購入し、新たに出店する者に対して、改修費の
1/2（上限1,000千円）を補助

鳩山町企業誘致条例

固定資産税の額に10分の5以内で規則で定める割合を乗じて得た額（1年度につき5,000万円、3年間）を交付

新規に雇用した日から1年以上継続して雇用した者1人当たり100千円を交付期間の2年目に交付（１回）

省エネルギー設備の設置に要した額に、10分の1を乗じて得た額を交付（１回）
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令和８年４月現在

　　※下記は概要です。対象業種・立地規模・立地区域等の条件がありますので、詳細はお問い合わせください。

限度額(千円)

●補助金等に係る優遇制度

市町村名 条例名等
概　　　　　要

補助金等の内容

-

3,000

1,000

3,000

5,000

－

3,000

1,000

3,000

小鹿野町創業支援利子補給補助金交付要綱 100

－

3,000

1,000

5,000

－

5,000

－

3,000

1,000

20,000

－

100,000

松伏町
松伏町企業立地に係る雇用促進奨励
金交付要綱

3,000

固定資産税相当額を3年間交付

新規雇用者1人当たり100千円を助成（1回）

長瀞町企業誘致条例

神川町

小鹿野町企業誘致条例

神川町企業誘致条例

小鹿野町

長瀞町

固定資産税相当額を3年間助成

法人町民税相当額を助成（1回）

新たに創業するために金融機関から貸付を受けた資金（上限500万円）に対し10万円を上限に利子補給。

水道加入金相当額を助成

法人町民税相当額を助成（1回）

新規雇用者1人当たり150千円を助成（１回）

固定資産税相当額（賃貸借の場合を含み、賃借料を上限とする）を3年間助成。農産
法工業等導入地区は、期間を6年間まで延長

埋蔵文化財発掘調査費用の1/2を助成（1回）

寄居町

新規雇用者（町民で１年以上継続雇用）1人当たり100千円を交付（1回）

固定資産税相当額（償却資産は機械及び装置に限る）を3年間助成

上里町 上里町企業誘致条例

水道加入金相当額を1年度分を助成（１回）

農産法工業等導入地区においては、経済の活性化及び雇用創出に資すると町長が
認める施設であるときは、業種は不問

法人町民税相当額を1年度分を助成（1回）

新規雇用者（町民で1年以上継続雇用）1人当たり100千円を助成（1回）

寄居町企業誘致条例

固定資産税相当額を3年間助成

新規雇用者1人当たり100千円を助成（1回）

法人町民税相当額を1年度分を助成（１回）

埋蔵文化財発掘調査費用の1/2を助成（1回）

埋蔵文化財発掘調査費用の1/2を助成（3年以内1回）。農産法工業等導入地区は、
期間を6年間まで延長し、新規調査及び敷地拡張時に適用（各１回）

水道加入金相当額を助成

企業の立地に必要な道路の改良・新設工事を町が施工
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　　※下記は概要です。対象業種・立地規模・立地区域等の条件がありますので、詳細はお問い合わせください。

限度額(千円)

●補助金等に係る優遇制度

市町村名 条例名等
概　　　　　要

補助金等の内容

＜問い合わせ先＞

市町村名 連絡先

さいたま市 ０４８（８２９）１３４９【直通】

川越市 ０４９（２２４）５９３４【直通】

熊谷市 ０４８（５２４）１４７０【直通】

川口市 ０４８（２５８）１６１９【直通】

行田市 ０４８（５５０）１５５５【直通】

秩父市 ０４９４（２１）５５２２【直通】

所沢市 ０４（２９９８）９１５７【直通】

飯能市 ０４２（９７３）２１１１【代表】

本庄市 ０４９５（２５）１１６９【直通】

東松山市 ０４９３（６３）５０３１【直通】

春日部市 ０４８（７９７）８０２９【直通】

狭山市 ０４（２９３７）７２０４【直通】

鴻巣市 ０４８（５４１）１３２１【代表】

深谷市 ０４８（５７７）３８１９【直通】

戸田市 ０４８（４４１）１８００【代表】

入間市 ０４（２９６４）１１１１【代表】

久喜市 ０４８０（８５）１１１１【代表】

鶴ヶ島市 ０４９（２７１）１１１１【代表】

日高市 ０４２（９８９）２１１１【代表】

毛呂山町 ０４９（２９５）２１１２【代表】

越生町 ０４９（２９２）３１２１【代表】

滑川町 ０４９３（５６）６９０６【直通】

嵐山町 ０４９３（６２）０７２０【直通】

小川町 ０４９３（７２）１２２１【代表】

吉見町 ０４９３（５４）５０２７【直通】

鳩山町 ０４９（２９６）５８９４【直通】

ときがわ町 ０４９３（６５）１５２１【代表】

皆野町 ０４９４（６２）１４６２【直通】

長瀞町 ０４９４（６９）１１０４【直通】

小鹿野町 ０４９４（７５）５０６１【直通】

神川町 ０４９５（７７）０７０３【直通】

上里町 ０４９５（３５）１２３５【直通】

寄居町 ０４８（５８１）２１２１【代表】

松伏町 ０４８（９９１）１８０６【直通】

環境経済部　産業振興課　企業誘致担当

産業振興企業誘致課　商工振興企業誘致班

企画財政課　企画係

経済観光課　商工観光担当

地域活力創造課　活力創造係

環境経済部　商工観光課　商工労働係

政策財政課　政策担当

企業支援課　企業誘致推進室

新市街地整備課　都市デザイン・公園担当

都市整備部　企業立地・定住推進課　企業立地推進担当

産業振興課　工業担当

産業観光課　商工観光担当

産業振興課　商工観光係

産業振興部　産業ブランド推進室　企業誘致推進係

政策財政部　政策推進課　活性化戦略室

企画財政課　企業誘致担当

産業観光課　産業観光担当

環境経済部　産業振興課　企業立地推進室

地域創生環境課　地域創生・企業誘致担当

環境経済部　経済戦略室　産業支援担当

環境経済部　商工観光課　商工業・労政・新産業創造担当

環境経済部　商工観光課　商工労政担当

産業経済部　産業振興課　労政・企業誘致グループ

産業振興部　企業活動支援課　企業活動支援係

経済局　商工観光部　産業展開推進課　産業立地係

経済環境部　産業開発室　産業開発係

環境経済部　商工観光課　企業誘致担当

産業観光部　産業振興課　企業立地推進室

都市整備部　企業誘致課

産業観光部　先端技術推進課

経済部　産業労働政策課　産業創出係

担当部署

にぎわい創出課　企業支援グループ

産業振興課　農林商工担当

都市整備部　都市計画課　計画推進・企業誘致担当
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